
 

令和 7年度 長沼町×鶴居村 タンチョウ子ども交流ツアー 
in鶴居村 詳細 

 

1 イベント概要 

【日  程】令和 7年 7月 31日（木）～8月 1日（金）※1泊 2日 

      7：30集合・18：00解散（予定）いずれも長沼町役場駐車場 

【場  所】阿寒郡鶴居村 ※宿泊場所：グリーンパークつるい 

【対  象】町内の小学生～中学生※原則、子どものみの参加 

【定  員】15名 ※申込多数の場合は抽選 

【応募方法】Googleフォームより必要事項を記入し、送信 

   https://forms.gle/APGVUEfiU2YE64z29 

【応募締切】7月 15日（火） 

 

2 参加費の支払い 

【参 加 費】8,000円 

【支払方法】送付する納付書を使い、役場 1階出納室にてお支払いください。 

【払い戻し】事前に欠席のご連絡をいただいた場合には払い戻しいたします。 

 

3 注意事項 

 参加者にアレルギーや基礎疾患等がある場合には、必ず主治医にご相談の上、お申込みください。 

 本イベントにおける感染症対策等の衛生管理については次ページをご覧ください。 

 イベント中のケガや事故については、全国町村会総合賠償保険の適用範囲内での補償になることを

ご承諾ください。 

 イベント中に撮影した写真は普及啓発のため一般公開する場合がありますので、予めご了承くださ

い。 

 

4 事務局 

【連絡先】長沼町政策推進課 大田・堀内 

TEL 0123-76-8015（直通） 

FAX 0123-88-0888 

E-mail seisakusuishinka@ad.maoi-net.jp 
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令和 7年度 長沼町×鶴居村  
タンチョウ子ども交流ツアー in鶴居村 

新型コロナウイルスなどの衛生管理について 

 

1 基本的な感染防止対策 

 手指の消毒 

 換気の確保 

 検温等による健康状態の把握 

※マスクの着用については個人の判断といたします 

 

2 同行職員の感染対策 

 事前並びに業務中の体調管理を徹底し、発熱、頭痛、咳等の症状がある職員の同行は行いません。 

 万一イベント中に職員が体調不良となった場合は、速やかに団体から離脱させます。 

 

3 参加者向けの感染対策 

 出発前の健康観察の徹底をお願いいたします。参加者に発熱、頭痛、咳等の症状がある場合は参加を

ご遠慮いただきますようお願いいたします。 

 イベント中も定期的な健康観察を実施します。体調不良者の発生等の場合の対応の詳細は 6.イベン

ト実施中の体調不良者発生時の対応をご覧ください。 

 イベント中は手を拭くタオルやハンカチ等を必ず持参いただき、他の参加者と共用しないようお願

いいたします。 

 申込時の事前調査（食事アレルギーや基礎疾患の有無等）への協力をお願いいたします。 

 基礎疾患がある場合には主治医からのイベント参加の許可を確認するようにお願いいたします。 

 

4 イベント行程上の対策 

 手洗い・手指消毒、換気等の環境整備と定期的な実施、並びに健康チェック等に必要な行程上の時間

的な余裕を確保した上でイベントの進行を行います。 

 イベント中の移動はバスを基本としますが、バス車内では換気機能を最大限に作動させ、安全を最

優先にしたうえでの窓の開放も併用し、換気の確保を行います。 

 コップやお箸等は適切な消毒や洗浄、又は使い捨て等の対応を提供元に依頼致します。 

 

5 イベント実施前の対応 

 イベント実施前の健康観察（検温等）をお願いいたします。 

 イベントを欠席される場合には、なるべく早めのご連絡をお願いいたします。ご連絡のタイミング

によって参加費の払い戻し金額が変わります。欠席の連絡が無い場合には払い戻しはできません。 

 感染症拡大の影響等でイベント実施前に欠席者が多数発生した場合には、イベントを中止とさせて

いただく場合があります。 

  



 

6 イベント実施中の対応 

 イベント実施中に参加者から体調不良者やけが人が発生した場合は、基本的に体調不良者と他の参

加者を隔離し、保護者へ連絡をいたします。本人の症状によって鶴居村や釧路市の医療機関の受診

や保護者による送迎の必要性などを相談させていただきます。 

 

【 現地の医療機関など 】 

 夜間の場合 

 内科・小児科  

釧路市休日夜間急病センター（19:00～7:00） 

TEL：0154-44-6776 住所：釧路市住吉 2丁目 12番 37号 

 外科 

以下の釧路市内の医療機関が当番制で診療を実施。7月時点では 8月の当番は未公表。 

市立釧路総合病院、釧路赤十字病院、釧路労災病院、釧路孝仁会記念病院、東北海道病院、 

釧路三慈会病院、道東勤医協釧路協立病院 

 日中の診療 

 内科・小児科・外科 

鶴居村立鶴居村診療所（8:30～12:30/13:30～17:15） 

TEL：0154-64-2122 住所：鶴居村鶴居東 5丁目 3番地 

 状況が判断しづらい場合には以下の相談窓口を使い、対応を検討いたします。 

 小児救急電話相談（19:00～8:00）TEL：011-232-1599/短縮ダイアル＃8000 

→休日・夜間の子どもの症状への対処に迷った時、小児科医師・看護師に相談が可能 

 救急安心センター（24時間対応）TEL：＃7119 

→救急車を呼ぶか迷った際に相談が可能 

 救急医療情報案内センター（24時間対応）TEL：0120-20-8699 

→電話で医療機関の案内を受けたいとき 

→ネットで探すとき：北海道救急医療広域災害情報システム 

（https://www.qq.pref.hokkaido.jp/qq/qq01.asp） 

 

7 緊急連絡先 

 イベント当日の連絡は下記番号までお願いいたします。 

TEL 090-9092-8948（担当 大田） 

 

8 参考 

 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル（2023.5.8～）文部科学省作成 

 国の衛生管理マニュアルに係る留意事項について 令和 5年 5月北海道教育庁作成 

 ＝ 新型コロナウイルス感染症防止のため＝長沼小学校「新しい生活様式」とその習慣化について 

令和 5年 5月 8日 長沼町立長沼小学校作成 

 新しい旅のエチケット 令和 5年 3月 13日 観光庁作成 

 旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅行の手引き（第 7版） 

一般社団法人日本旅行業協会作成 

 

https://www.qq.pref.hokkaido.jp/qq/qq01.asp

